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8

問い合わせ先

市立保健センター   （ 23-7134）
　健康増進課 ☎ 31-0214
　子ども家庭支援課 ☎ 31-1381
　子ども福祉課 ☎ 31-0243
　地域医療対策室 ☎ 31-0213
美都総合支所 ☎ 52-2312
匹見総合支所 ☎ 56-0302
メールアドレス
hoken-center@city.masuda.lg.jp

難
病
専
門
相
談

（
神
経
内
科
）
の
お
知
ら
せ

8
月
は
食
品
衛
生
月
間

「
益
田
市
食
生
活
改
善
推
進

員
（
ヘ
ル
ス
メ
イ
ト
）
育
成

教
室
の
募
集
に
つ
い
て
」

　

大
切
な
人
を
自
死
（
自
殺
）
で

突
然
失
う
衝
撃
。
こ
れ
以
上
つ
ら

い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、

ど
う
か
一
人
で
悩
ま
な
い
で
く
だ

さ
い
。
一
緒
に
痛
み
を
語
り
合
い

ま
せ
ん
か
…
。
自
死
遺
族
だ
け
で

運
営
し
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま

す
。

日 　

8
月
25
日
㈯

　
　

14
：
00
～
17
：
00   

　
　
（
偶
数
月
・
第
４
土
曜
日
）

※ 

益
田
市
健
康
カ
レ
ン
ダ
ー
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。   

場 　

市
立
保
健
セ
ン
タ
ー

　

  

（
駅
前
ビ
ル
Ｅ
Ａ
Ｇ
Ａ
2
階
）

問　

し
ま
ね
分
か
ち
合
い
の
会
・

　

虹
（
事
務
局
：
桑
原
）

☎
0
9
0
・
4
6
9
2
・
5
9
6
0

　
（
24
時
間
対
応
）

自
死
遺
族

わ
か
ち
あ
い
の
つ
ど
い

「
病
気
の
こ
と
で
ひ
と
り
で

　
　
　

 

悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
？
」

「
一
緒
に
話
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
」

　

食
生
活
改
善
推
進
員
（
ヘ
ル
ス

メ
イ
ト
）は
、

“

私
達
の
健
康
は
私

達
の
手
で”

 

を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、

わ
が
家
の
食
卓
を
通
じ
て
家
族
の

健
康
管
理
を
実
施
し
、
家
庭
か
ら

地
域
へ
の
健
康
づ
く
り
の
輪
を
広

げ
て
い
く
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を

し
て
い
ま
す
。「
食
改
さ
ん
」と
い

う
愛
称
で
幅
広
く
活
躍
し
て
い
ま

す
。

　

さ
あ
！
皆
さ
ん
も
食
生
活
改
善

推
進
員
に
な
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

《
受
講
資
格
》

① 
益
田
市
食
生
活
改
善
推
進
協
議

会
に
入
会
し
、
育
成
教
室
受
講

後
、
各
地
区
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
に
参
加
で
き
る
方
。

② 

育
成
教
室
の
受
講
が
可
能
な

方
。

《
教
室
日
程
》
5
日
間
実
施

第
１
回
：
９
月
27
日
㈭

第
2
回
：
10
月
16
日
㈫

第
３
回
：
11
月
6
日
㈫
ま
た
は

　
　
　
　

11
月
12
日
㈪

第
４
回
：
12
月
4
日
㈫

第
5
回
：
平
成
31
年
1
月
24
日
㈭

　
　
　
　

ま
た
は
1
月
31
日
㈭

《
内
容
》 

食
に
関
す
る
座
学
や
調

理
実
習
等

※ 

育
成
教
室
受
講
者
の
方
に
は
後

日
、
詳
細
日
程
を
お
送
り
し
ま

す
。

時 　

9
：
30
～
15
：
30

場 　

市
立
保
健
セ
ン
タ
ー

募
集
人
員
　
40
名
程
度

受�

講
料

テ
キ
ス
ト
代 

１
、5
0
0
円
程

度
、
調
理
実
習
の
材
料
費
。

申
込
方
法

　

電
話
に
て
申
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限
　
８
月
20
日
㈪
ま
で

申  
問   
市
健
康
増
進
課　

　

☎
31
・
0
2
1
4

日 　

9
月
4
日
㈫

　
　

13
：
00
～
15
：
30

場 　

益
田
保
健
所

内�

容
　
医
師
と
の
個
別
相
談

★
担
当
医　

島
根
県
立
大
学

　

神
経
内
科
専
門
医

　
　
　
　
　

山
下 

一
也　

先
生

相
談
方
法

予
約
制
で
す
。
８
月
27
日
㈪
ま

で
に
申
込
み
く
だ
さ
い
。

　

※
相
談
は
無
料
で
す
。

申  
問 
益
田
保
健
所  

医
事
・
難

病
支
援
課
（
昭
和
町
13-

１
）

　

☎
31
・
9
5
4
9

　

31
・
9
5
6
8

ふやさない
（冷蔵・迅速）

つけない（清潔）

腸管出血性大腸菌感染症

やっつける（加熱）

食中毒予防の三大原則
気温や湿度が高い季節は、細菌が繁殖しやすくなります。

　　　　　　　　　　　　　 （O157、O26 等）に注意！！
・清潔第一、手洗いはしっかりと！
・生肉や加熱不十分な肉は食べない！
・肉は中心部まで十分加熱（75℃以上で１分間以上）

　

益
田
市
が
実
施
し
て
い
る
特
定

健
診
、そ
の
他
健
康
診
査
に
つ
い
て

は
、益
田
市
健
康
カ
レ
ン
ダ
ー
11
～

13
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問  
市
健
康
増
進
課

　
　

☎
31
・
０
２
１
４

　
　

市
保
険
課

　
　

☎
31
・
０
２
１
２

【
受
け
て
得
し
よ
う
！ 

　
　
　
　

 
健
康
診
査
】

そ 

の
①　

通
常
な
ら

　

９
、０
０
０
円
程
度
す
る

健
診
も
５
０
０
円
で
受
診
で

き
る
。

そ 

の
②　

基
本
的
な
健
診
の
ほ
か

に
、腎
機
能
検
査
や
肝
機
能
検

査
、
尿
検
査
も
受
け
ら
れ
る
。

そ 

の
③　

医
師
や
保
健
師
か
ら

あ
な
た
の
カ
ラ
ダ
に
つ
い
て
、

詳
し
く
説
明
を
受
け
ら
れ
る
。

健
康
診
査
を
受
診
し
よ
う
！
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※児童扶養手当 を受給している方は、毎年 8 月に「現況届」の提出が必要です。該当の方は 7 月末にお送りする通知
をご覧いただき、必要書類をご持参のうえ、手続きにお越しください。なお、所得制限により手当が全部支給停止の
方も手続きが必要です。

　母子家庭の母または父子家庭の父の就労を支援するため、下記の 2 種類の給付金を支給します。
いずれも所得制限や過去における受給の有無などの支給要件がありますので、事前相談が必要です。
詳細は下記へ問い合わせください。

※児童扶養手当現況届の受付期間中に、無料養育費相談会を開催します。
　詳細については、児童扶養手当現況届の通知に案内文を同封していますので、ご確認ください。

【受付期間】� 8月1日㈬～31日㈮  8:30 ～ 17:15
【受付場所】�・市立保健センター ( 駅前ビル EAGA2 階 )　子ども福祉課　☎ 31-1380
 ・美都総合支所地域振興課  ☎ 52-2312
 ・匹見総合支所地域振興課  ☎ 56-0302

※児童扶養手当とは

父母の離婚や父または母が死別、一定の障がい、生死不明、1 年以上遺棄、拘束、裁判所からのＤＶ保護命
令、未婚で出生などにより、18 歳に到達した年度の 3 月 31 日 ( 児童が心身に中度以上の障がいのある場
合は 20 歳未満 ) までの間にある児童を養育している父・母、または養育者に支給されます。申請には戸籍
謄本、住民票謄本ほか添付書類が必要です。

自立支援教育訓練給付金

高等職業訓練促進給付金

母子家庭の母または父子家庭の父が、医療事務やホームヘルパーなど指定の教育訓練を受講する場合

①  雇用保険制度から一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者
　  経費の 60％を助成します。( 上限 20 万円、1 万 2 千円を超えない場合は支給対象外 )
②  雇用保険制度から一般教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者
　  ①の額から雇用保険制度より支給される一般教育訓練給付金の額を差し引いた額を助成します。

看護師、保育士などの専門的な資格を取得するため、１年以上養成機関で修業する場合、一定期間給付金を支給します。

★児童扶養手当の現況届を忘れずに

★母子家庭等自立支援給付金事業

【問い合わせ先】　市子ども福祉課　☎ 31-1380

意見や提言を「市長への手紙」で

市政に対する意見や提言などをお寄せください。秘密は厳守します。なお、ホームページで公開することがありますので、
下記の記載事項に沿ってお寄せください。「市長への手紙」と明記するか、右下のマークを貼付してお送りください。

　＜記載事項＞� 1. 住所・氏名・電話番号　2. 意見・提言の題名　3. 現状と問題点　4. 意見・提言内容
  5. 予想される効果　6. 希望する回答方法（郵送もしくはＥメールのどちらか）　または回答を希望しない

場合はその旨　7. いただいた意見公開の可否（可・否）※必ずご記入ください。

手　紙：〒 698-8650  常盤町 1 番 1 号　秘書課宛　　FAX：23-2456
メール：hisyo@ci ty .masuda. lg . jp（件名は「市長への手紙」）
※ 住所・氏名がないと回答できかねますのでご注意ください。

市長への手紙

✂

扌


